
〔別紙１〕 

随意契約理由書 

 

 件     名 防災行政無線保守管理業務 

 契 約 業 者 名 西菱電機株式会社 大阪支社 

 随意契約の理由 

 

    地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号に該当 

 

 随意契約の相手方を選定した理由 

 

 本件業務は、神戸市防災行政無線同報系の円滑な運用を確保するため、定期点検を行

い、機器の性能を最良の状態にするとともに、障害発生時にはその復旧作業を行うもので

ある。このシステムは、三菱電機株式会社により開発・構築され、グループ別送信機能な

ど神戸市独自の機能を有しており、開発者しか知りえない独自技術のソフトウェアおよび

ハードウェアで構成されている。これらの技術情報は、他に開示しえない独自のシステム

であることから、本システムに対し点検等を実施できる事業者は、開発者のみである。 

 また、平成28年度に、三菱電機株式会社と、保守のみを行っていた西菱電機株式会社の

間での事業譲渡契約により、製造・納品に関しても西菱電機株式会社に譲渡し、製造から

保守まで一貫の体制となっている。以上から、本件業務を実施できる唯一の事業者であ

る、西菱電機株式会社と特命随意契約を行うものである。 

担当部署 

（問合せ先） 

 

危機管理局危機対策課 （電話番号：078-322-6237） 

 


